
建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく認定基準建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく認定基準建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく認定基準建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく認定基準（趣旨）第１ この認定基準は、建築基準法（以下「法」という。）第４３条第２項第１号の規定に基づく認定について、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるにあたっての基準とする。（適用建築物）第２ 本基準を適用する建築物は、その敷地が第３に該当する幅員４メートル以上の一般の通行の用に供されている道に通行上及び安全上有効に２メートル以上接するもののうち、第４及び第５に適合するものとする。（道の基準）第３ 道は、次のいずれかに該当するものであること。（１）土地改良総合整備事業、一般農道整備事業又は森林保全整備事業等により整備された農道又は林道(いわゆる農免道路を含む。)（２）密集住宅市街地整備促進事業等により整備された道（３）国、地方公共団体等が管理する道で道路に通ずるもの（４）建築基準法施行令第１４４条の４第１項各号に掲げる基準に適合する道で、平成１１年５月１日時点において建築物が立ち並んでいるもの。（建築物及び敷地の基準）第４ 建築物及び敷地は、次の各項に掲げる基準すべてに適合すること。（１）建築物は、延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計）が２００㎡以内の一戸建ての住宅（附属する物置、車庫等を含む。）であること。（２）当該道を法第４２条に規定する道路とみなして法第６条に規定する建築基準関係規定に適合すること。（３）建築物の敷地、上水及びガス等に係る供給経路並びに雨水･汚水排水に係る処理経路が有効に確保されていること。（土地所有者等の承諾等）第５ 道の種類に応じて、次のいずれかに適合すること。（１）第３（１）から（３）に該当する道の場合、建築物の敷地が当該道に通行上及び安全上有効に接することについて、当該道の管理者と事前の調整を了したうえ、当該道の管理者等の許可・承認等が必要な場合は当該許可・承認等が得られていること。（２）第３（４）に該当する道の場合、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについての下記の者の承諾があること。①当該道の土地所有者、その他関係権利者②当該道の維持管理者附 則（施行期日）この基準は、平成３０年９月２５日から適用する。


